
参照条文

〇 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）（抄）

（定義）

第二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣

政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛

省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防

衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防

衛局その他の機関（政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法（昭和二

十九年法律第百六十四号）第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる

事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。）並びに陸上自衛

隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁（政令で定める合議制の機

関を除く。）を含むものとする。

２～４ （略）

５ この法律（第九十四条の七第三号を除く。）において「隊員」とは、防衛

省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防

衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委

員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にあ

る職員以外のものをいうものとする。

（学校）

第二十五条 （略）

２～４ （略）

５ 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、

陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得

させるための教育訓練を行う。

６ 前項の教育訓練を受けている者（以下「生徒」という。）の員数は、防衛

省の職員の定員外とする。

７・８ （略）

（任命権者等）

第三十一条 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分（次項

において「任用等」という。）は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊

員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者（防衛装備庁の職

員である隊員（自衛官を除く。）にあつては、防衛装備庁長官又はその委任

を受けた者）が行う。

２～５ （略）



（服制）

第三十三条 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛

官補、学生（防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一項（第三号を除

く。）の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項を除き、以下同

じ。）、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省

令で定める。

（懲戒処分）

第四十六条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、

懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができ

る。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

二 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合

三 その他この法律若しくは自衛隊員倫理法（平成十一年法律第百三十号）

又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

２ 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属す

る国家公務員（隊員を除く。）、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他

その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定

めるものに使用される者（以下この項において「一般職国家公務員等」とい

う。）となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、

引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合（一の一般職国

家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として

在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含

む。）において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間（当該退職

前に同様の退職（以下この項において「先の退職」という。）、一般職国家公

務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職ま

での引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応

じた退職前の在職期間」という。）中に前項各号のいずれかに該当したとき

は、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、

第四十一条の二第一項又は前条第一項の規定により採用された場合におい

て、年齢六十年以上退職者となつた日若しくは第四十五条第一項の規定によ

り退職した者若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退

職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間（要請に応じた退

職前の在職期間を含む。）又は第四十一条の二第一項若しくは前条第一項の

規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のい

ずれかに該当したときも、同様とする。

（懲戒の効果）



第四十七条 懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ

下位の階級又は職務の級にくだすものとする。

２ 停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有する

が、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。

３ 停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。

４ 減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。

〇 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）（抄）

（一般職及び特別職）

第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。

② 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

③ 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

一 内閣総理大臣

二 国務大臣

三 人事官及び検査官

四 内閣法制局長官

五 内閣官房副長官

五の二 内閣危機管理監

五の三 国家安全保障局長

五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

六 内閣総理大臣補佐官

七 副大臣

七の二 大臣政務官

七の三 大臣補佐官

七の四 デジタル監

八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘

書官のうち人事院規則で指定するもの

九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院

の議決又は同意によることを必要とする職員

十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は

人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員

十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府

代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及

び随員

十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員



十二 日本学士院会員

十二の二 日本学術会議会員

十三 裁判官及びその他の裁判所職員

十四 国会職員

十五 国会議員の秘書

十六 防衛省の職員（防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法（昭和

二十九年法律第百六十四号）第四十一条の政令で定めるものの委員及び同

法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で

同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを

除く。）

十七 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定

する行政執行法人（以下「行政執行法人」という。）の役員

④～⑦ （略）

（懲戒の場合）

第八十二条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、

懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令（国

家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定

に基づく規則を含む。）に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

② 職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又

は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関

連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者（以下この項

において「特別職国家公務員等」という。）となるため退職し、引き続き特

別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員

として採用された場合（一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続

き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提と

して職員として採用された場合を含む。）において、当該退職までの引き続

く職員としての在職期間（当該退職前に同様の退職（以下この項において「先

の退職」という。）、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用

がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。

以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。）中に前項

各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し、同項に規定する懲戒処

分を行うことができる。定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退

職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間（要請に応じた退職前



の在職期間を含む。）又は第六十条の二第一項の規定によりかつて採用され

て定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号のいず

れかに該当したときも、同様とする。

（懲戒権者）

第八十四条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

② （略）

〇 自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）（抄）

（自衛隊から除かれる機関等）

第一条 （略）

２ 法第二条第一項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管

理課とする。

３ （略）

〇 自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）（抄）

（懲戒権者）

第六十六条 法第四十六条に規定する懲戒処分は、法第三十一条第一項の規定

により懲戒処分の権限を有する者（以下「懲戒権者」という。）が本節の規

定に従つて行う。

２ （略）

（懲戒手続の特例）

第八十五条 （略）

２ 規律違反の事実が軽処分を超える場合においても、その事実が明白で争う

余地がなく、かつ、規律違反の疑いがある隊員が審理を辞退し、又は当該隊

員の所在が不明であり第七十三条第二項の規定により官報に掲載した出頭す

べき期日に当該隊員が出頭しないときは、前項本文の規定に準じて処分を行

うことができる。

〇 訓戒等に関する訓令（昭和３１年防衛庁訓令第３３号）（抄）

（訓戒等）

第２条 隊員の規律違反があつた場合に、当該違反が軽微であつて自衛隊法（昭

和２９年法律第１６５号）第４６条に規定する懲戒処分を行うまでに至らな

いと認めるとき及び一般職に属する職員の規律違反があつた場合に、当該違

反が軽微であつて国家公務員法第８２条に規定する懲戒処分を行うまでに至

らないと認めるときは、当該職員の懲戒権者及びその指示又は承認を受けた

者（以下「懲戒権者等」という。）は、当該職員に対して、訓戒を行うこと



ができる。

２ 前項の場合において、訓戒を行うまでに至らないがこれを不問に付するこ

とも適当でないとみとめるときは、懲戒権者等は、当該職員に対して、注意

を行うことができる。

３ （略）


